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八代広域行政事務組合議会令和３年１０月定例会会議録 

 

１．招集年月日 令和３年１１月２４日(水) 

 

１．招集場所  八代広域行政事務組合議場 

 

１．出席議員及び欠席議員の氏名 

（１）出席議員（９人） 

     ２番 村 川 清 則 君     ３番 増 田 一 喜 君  

４番 橋 本 幸 一 君     ５番 金 子 昌 平 君  

   ６番 中 村 和 美 君     ７番 堀 口   晃 君 

    ８番 野 﨑 伸 也 君     ９番 上 田 健 一 君 

  １０番 松 田 達 之 君 

（２）欠席議員（１人） 

     １番 成 松 由紀夫 君 

 

１．説明のため会議に出席した者の職、氏名 

    管理者   中 村 博 生 君（八代市長） 

    副管理者  藤 本 一 臣 君（氷川町長） 

監査委員  江 﨑 眞 通 君 

消防長   谷 井 祐 典 君 

次長    坂 井 寿 弘 君 

    次長兼八代消防署長   

上 野 三 郎 君 

    会計管理者兼会計課長  

塚 本 正 義 君 

危機管理監兼指令課長  

今 田 博 士 君       

鏡消防署長 濱 田 克 一 君 

    総務課長  谷 口 研 朗 君 

警防課長  垣 下 孝 幸 君      

予防課長  田 尻 清 治 君 

 

１．職務のため議場に出席した職員の職、氏名 

総務課主幹 久保田 宏 之 君     

総務課副主幹兼総務係長    

山 本 美 和 君 

会計課会計係長兼総務課主査  

荒 田 陽 介 君 

総務課主任 東 坂   宰 君 
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１．議事日程（第 1号） 

    日程第１ 議席の指定 

日程第２ 副議長の選挙 

日程第３ 会期の決定 

    日程第４ 議第１４号  令和２年度八代広域行政事務組合一般会計 

歳入歳出決算について 

    日程第５ 議第１５号  八代広域行政事務組合個人情報保護条例の 

一部改正ついて 

 

１．会議に付した事件 

    １．日程第１ 

    １．日程第２ 

    １．日程第３ 

    １．日程第４ 

１．日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 



 

3 

○議長（増田一喜君） 開会前ではありますが、成松由紀夫君から八代市議会におけ

る議長公務、東京出張でありますけれども、この議長公務がありますので本日欠

席いたしますという欠席届が出ておりますので、御了承願います。 

 

〇議長（増田一喜君） それでは改めまして、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   まずは、氷川町長及び町議会議員選挙で当選されました皆様、誠におめでとう

ございます。心より、お祝いを申し上げます。 

 

（午前１０時００分 開議） 

 

○議長（増田一喜君） これより、八代広域行政事務組合議会令和３年１０月定例会

を開会いたします。 

   直ちに、本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手許に配付のとおりです。 

 

―日程第１― 

〇議長（増田一喜君） 日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、ただ今御着席の議席を指定いたします。 

 

１番 成 松 由紀夫 君    ２番 村 川 清 則 君  

３番 増 田 一 喜 君    ４番 橋 本 幸 一 君 

５番 金 子 昌 平 君    ６番 中 村 和 美 君 

７番 堀 口   晃 君    ８番 野 﨑 伸 也 君 

９番 上 田 健 一 君   １０番 松 田 達 之 君 

                                     

  

―日程第２― 

〇議長（増田一喜君） 日程第２、副議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、指 

名推選にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（増田一喜君） 御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

  

○議長（増田一喜君） お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（増田一喜君） 御異議なしと認めます。 
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よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 

○議長（増田一喜君） 副議長に、上田健一君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今、議長において指名しました上田健一君を副議長の当選人と定めること 

に、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（増田一喜君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただ今指名しました上田健一君が副議長に当選されました。 

ただ今、副議長に当選されました上田健一君が議場におられますので、本席か 

ら会議規則第３０条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

上田健一君、承諾の御挨拶をお願いいたします。 

 

（上田健一君 登壇） 

 

○上田健一君  どうも皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   発言のお許しを得ましたので、一言、副議長就任の御挨拶を申し上げます。 

   ただ今、議員の皆様方の御推挙をいただきまして、副議長に就任させていただ 

  くことになり身に余る光栄であると同時に、その責任の重大さを痛感していると 

ころであります。 

   今後は副議長の職務を遂行するとともに、増田議長の補佐役として消防行政の 

推進、及び議会の公正かつ円滑な運営に努めてまいります。 

皆様方の温かい御協力をお願い申し上げますとともに、当組合の更なる発展を 

  祈念いたしまして、簡単措辞ではございますが、副議長就任の御挨拶とかえさせ 

  ていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（増田一喜君） 以上で、副議長の選挙を終わります。 

 

〇議長（増田一喜君） この際、副管理者、及び先の臨時会において選任同意されま

した監査委員から発言の申し出がありますので、これを許します。 

 副管理者藤本一臣君。 

 

（副管理者藤本一臣君 登壇） 

 

◎副管理者（藤本一臣君） 皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   二十四節季の一つ、小雪も過ぎまして日に日に寒さが増しておりますけれども、

議員各位には、それぞれの立場で日々御活躍のこととお慶びを申し上げます。 

   発言のお許しをいただき、一言、御挨拶をさせていただきます。 
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   去る１１月９日に開催されました関係市町長会議におきまして、再度本組合副

管理者を仰せつかりました氷川町長藤本でございます。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

   顧みますと、この４年間様々な災害、あるいは嬉しいこともございました。 

   まずは、平成３０年３月に氷川町の悲願でありました氷川分署が開設をいたし

ました。以後、地域の皆さん方の安心・安全に大変役立っているところでありま

して、大変感謝をしているところでございます。 

   そしてまた、平成３１年２月には本町１丁目の大火災、昨年７月には球磨川の

大災害が発生をいたしました。それぞれの災害には中村管理者とともに、鋭意対

応してきたところでございます。 

   まだまだ解決しなければならない仕事がたくさんございますし、特に球磨川の

災害につきましては、これからが本格的な復旧・復興が始まるわけでございまし

て、私どもも、しっかりとですね、御支援していきたいと思っているところでご

ざいます。 

   また、なかなか終息の見えない新型コロナウイルス、この対応につきましても

特に本組合の消防職員の皆様方が、大変苦労しているものというふうに思ってお

りまして、私どももですね、そのことについてはしっかりと理解をし、また協力

をしていかなければならないと思っているところであります。 

   これまでの様々な経験、教訓を活かしまして、これから先もですね、八代地域

の住民の皆様方が安心して暮らせる環境を整えていかなければならないと思っ

ておりますし、消防本部が持ちますその意味というのはですね、正に生命・財産

を守る最前線でありまして、私どもも議会の皆様方も、その環境の整備にはお互

いにですね、理解をしていかなければならないのかなと思っているところでござ

いまして、どうぞこれからも、さらなる御理解と御協力をいただければなと思っ

ております。 

   私は常々、安心に上限はないという考えを持っておりまして、先ほど申し上げ

ましたとおり、消防最前線、正にこの消防本部の皆様がですね、しっかりとその

役割を、あるいは重責を果たせるような環境整備にですね、これからも皆さん達

と一緒に関わっていければなと思っているところでございますので、これまでど

おり、またこれまで以上に皆様方の御理解と御支援をよろしく申し上げまして、

副管理者就任にあたりましての御挨拶とさせていただきます。 

今後も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（増田一喜君） 監査委員江﨑眞通君。 

 

（監査委員江﨑眞通君 登壇） 

 

◎監査委員（江﨑眞通君） 皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   議長のお許しをいただきまして、貴重な時間ではございますけれども、監査委

員就任の挨拶をさせていただきます。 

   ９月の臨時会におきまして選任同意をいただき、厚く御礼を申し上げます。 
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   去る９月２８日付けで、引き続き本組合の監査委員を務めさせていただきます

江﨑眞通と申します。 

   本組合の財務事務などが、法令等に則りまして正確で効率的な組合運営が確保

されているかなど、これまでの経験を活かしながら今後とも研鑽に努め、監査委

員の職責を果たしてまいりたいというふうに思っております。 

   皆様のより一層の御指導、御鞭撻をお願いいしまして、簡単ではございますけ

れども監査委員就任の挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

―議長の諸報告― 

○議長（増田一喜君） 諸般の報告をいたします。 

   本日、管理者から議案２件が送付され、受理いたしました。 

   その余の報告は、朗読を省略いたします。 

 

―日程第３― 

○議長（増田一喜君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から１２月３日までの１０日間といたしたいが、これ 

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（増田一喜君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

―日程第４～日程第５― 

○議長（増田一喜君） 日程第４から日程第５まで、すなわち、議第１４号から同第 

１５号までの議案２件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。 

 管理者中村博生君。 

 

（管理者中村博生君 登壇） 

 

◎管理者（中村博生君） 皆さん、 おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   本日は、八代広域行政事務組合議会令和３年１０月定例会を招集いたしました

ところ、議員各位におかれましては、お忙しい中に御出席をいただき、厚く御礼

を申し上げます。 

   初めに、先の氷川町議会議員選挙で当選されまして、さらに組合議員として選

出されました上田健一議員さん、松田達之議員さん、お二人に対しまして心から

お祝いを申し上げます。そして、新しく副議長に当選されました上田副議長にお

かれましては重ねてお祝いを申し上げます。 

   そして、４期目の当選をされた藤本町長にも、お祝いを申し上げる次第でござ

います。 

   今後も、引き続きですね、藤本副管理者とともに、消防のさらなる発展と地域
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住民の安心安全を確保するため、引き続き努めてまいりますので、議員の皆様に

おかれましては、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   さて、管内におきましては１０月４日から１８日までの２週間の間で５件もの

火災が発生し、先週の２０日にも植柳上町で建物火災が発生し、２人の方が怪我

をされております。 

今日現在、昨年同日に比べまして１８件も多い４９件の火災が発生しており、

死傷者も９人発生している状況であります。このようなことから、火災予防対策

の強化を指示し、組合ホームページやＳＮＳを始め、防災無線やケーブルテレビ、

氷川分署の電光掲示板など、メディアによる広報活動や消防車両による広報活動

を実施しております。 

住民の皆様に防火防災に関する意識や防災行動力を高めていただき、火災の発

生を防ぎ、万一発生した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重

な財産を守るべく、火災予防に全力で取り組んでまいります。 

 それでは、提案理由の説明に先立ちまして、最近の消防本部の動向について御

報告申し上げます。 

   まず、消防表彰１件について御報告いたします。１０月１７日に八代市東陽町

で発生した建物火災において、近隣住民６人が１１９番通報や迅速な初期消火活

動などによって、延焼拡大を防ぎ被害を最小限に抑えた功績に対し１１月３０日

に消防長表彰として表彰いたします。改めまして、被表彰者の方々に御礼を申し

上げます。 

   また、人事異動関係では、１０名の新規採用職員が約半年間に及ぶ消防学校で

の初任教育を修了しましたことから、１０月１日付けで人事異動を行い、新たな

体制で業務を開始したところでございます。 

   以上が、最近の消防本部の動向についてであります。 

   それでは、本議会に提案しております議案２件について、提案理由の説明をい

たします。 

   議第１４号は令和２年度八代広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算で、決算

事務が完了し、監査委員の決算審査も終了しましたので、認定をお願いするもの

でございます。 

   議第１５号の八代広域行政事務組合個人情報保護条例の一部改正につきまし

ては、デジタル庁設置法、及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の施行に伴い、所要の条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

   以上が、各議案の提案理由の説明となります。詳しい内容につきましては、こ

の後、消防長が説明いたします。 

   よろしく御審議のうえ、何とぞ御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

○議長（増田一喜君） 消防長谷井祐典君。 

 

（消防長谷井裕典君 登壇） 

 

◎消防長（谷井裕典君） おはようございます。 
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（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   それでは、今回提案をいたしております議第１４号・令和２年度八代広域行政 

  事務組合一般会計歳入歳出決算について御説明いたします。 

   お手許の資料の赤インデックス議第１４号の６、７ページをお開きください。 

   表下段、歳入合計の欄でございますが、予算現額２２億９０３０万７０００円 

  に対しまして、調定額、収入済額ともに２２億４６３９万１２１３円で、予算現 

  額と収入済額との比較では４３９１万５７８７円でございます。 

   次に８、９ージをお開きください。表下段、歳出合計欄ですが予算現額２２億 

９０３０万７０００円に対しまして、出済額２１億３５８７万１５９１円、不用 

額が８４３８万１２４９円でございます。 

   １０ページをお願いいたします。歳入総額から歳出総額を差し引きました額は

１億１０５１万９６２２円となります。詳細な内容につきましては１１ページ以

降の事項別明細書により御説明いたします。 

   それでは、１４、１５ページをお願いいたします。まず、歳入ですが、右ペー 

  ジの収入済額の欄により御説明いたします。 

   款１・分担金及び負担金は２０億６５５４万９０００円で、組合規約に定める 

  負担割合に基づき八代市、氷川町それぞれに御負担いただいたもので、八代市の 

  負担金額は１８億３３７０万９０００円、氷川町の負担金額は２億３８４万円で 

  ございます。  

   款２・使用料及び手数料は４４９万３５３０円で、消防使用料として自動販売 

  機及び電柱の設置に伴う行政財産の使用料１４万９３３０円、消防手数料として 

  危険物や煙火申請等に伴う手数料４３４万４２００円を収入いたしました。 

   款３・財産収入は１１４万９７５２円で、自動販売機設置料であります財産貸 

  付収入として８６万１３０９円、退職手当基金など３つの基金の預金利息分であ 

  ります財産運用収入として５万７４４３円、坂本分署の被災した車両３台を売り 

  払った収入であります財産売払収入として２３万１０００円を収入いたしまし

た。 

   款４・繰越金５３７４万７０６４円は令和元年度からの繰越金でございます。 

   １６、１７ページをお開きください。款５・諸収入は４２０５万１８６７円で、 

組合預金利子１６２４円と、雑入４２０５万２４３円を収入しております。 

   雑入の主なものとしまして、備考欄の上から２番目の令和２年７月豪雨により 

  被災しました坂本分署関係の災害保険金２１７５万７３４０円、一つ飛ばしまし 

  て、熊本県防災消防航空隊へ隊員として派遣しております職員の人件費に対する 

  県からの負担金６５８万５９２２円、その下の高速道路救急業務支弁金３３５万 

  １７８０円などでございます。 

   款６・組合債は７９４０万円で、これは鏡消防署ポンプ自動車、泉分署高規格 

  救急自動車の更新、また坂本分署災害復旧事業の財源に充てたものでございます。 

   以上が歳入の決算内容でございます。 

   続いて歳出について御説明いたします。１８、１９ページをお開きください。 

   １９ページの支出済額の欄にて、１０００円未満を切り捨てて御説明いたしま

す。 

   款１・議会費は２３万１０００円で、その内訳は各節の備考欄に記載していま 
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すように、議員報酬や議会運営に要した経費でございます。なお、令和２年度の 

行政視察研修につきましては、新型コロナウイルス感染拡大のため中止といたし 

ました。 

   款２・総務費は６１５６万５０００円で、項１・総務管理費と次ページの項２・

監査委員費の支出合計であります。 

   まず、項１・総務管理費は６１５４万７０００円で、その支出の主なものは節 

１０・需用費１７５７万円で、組合広報紙キララの印刷製本費及び庁舎管理に係 

る修繕料などでございます。 

節１２・委託料２３３７万４０００円は庁舎清掃や災害関連事業の坂本分署指 

令システム整備委託などに要した費用でございます。不用額１５０万３０００円 

につきましては、庁舎清掃をはじめとした業務委託の入札残によるものでござい 

ます。 

   次に、２０、２１ページにまいりまして表上段の節１３・使用料及び賃借料は 

３９８万７０００円で、不用額１５５万１０００円につきましては、坂本分署仮 

設庁舎、コンテナハウスリースの入札残によるものでございます。 

節１７・備品購入費は５１５万５０００円で、不用額２５４万５０００円につ 

  きましては、主に坂本分署災害関連事業の入札残によるものでございます。 

   節２４・積立金は１００５万７０００円で、その主なものは庁舎建設基金であ 

り、仮称新開消防署建設を踏まえ１０００万円を元本として基金に積み立てたも 

  のでざいます。 

   款３・消防費は１９億６３０７万円で、繰越明許費７００５万４０００円、不 

用額７３０２万１０００円でございます。目１・常備消防費は１７億４０９２万 

８０００円で、不用額は５０４８万１０００円でありました。 

節２・給料から節４・共済費までの主に消防職員２１６人、再任用職員１３人 

分の人件費は１５億８８００万６０００円でございます。 

   ２２、２３ページをお開きください。節１０・需用費３７７３万４０００円は 

  主に事務用あるいは消防・救急業務などに係る消耗品費、消防車両などの燃料費、 

  各庁舎の電気代などの光熱水費、車両や各種資機材等の修繕料などでございます。 

  不用額８６３万４０００円につきましては、主にガソリン等の燃料費の単価が下 

  がったことや、電力契約の見直しによるものでございます。 

   節 1２・委託料は３０８９万８０００円で、その主なものは職員健康診断や高 

機能消防指令システム保守委託などに要した費用でございます。不用額１１５万 

３０００円につきましては、それぞれの入札残によるものでございます。 

   節 1３・使用料及び賃借料は２００７万８０００円で、その主なものは職員の 

  寝具リースや複写機、パソコン、防火衣等のリース料です。不用額１４７万円に 

つきましては、主に寝具リース、パソコンリースなどの入札残によるものでござ 

います。 

   節 1７・備品購入費は３７０３万１０００円で、その主なものは、消防ホース、 

  水難救助資機材などの機械器具費、消防職員の貸与被服に係る被服購入費、無人 

  航空機、隊員用トランシーバーなどの災害対策強化費に加え、坂本分署災害関連 

  で要した費用でございます。不用額２９３万７０００円は、これらの入札残によ 

  るものでございます。 
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節 1８・負担金、補助及び交付金は１１９４万２０００円でございます。 

   ２４、２５ページをお開きください。その支出の主なものは、救急救命士研修 

  所や消防学校などへの入校経費に要した費用でございます。 

   目２・消防施設費は６４２１万３０００円で、その主なものは節１７・備品購 

  入費６２７２万２０００円で、鏡消防署消防ポンプ自動車、泉分署高規格救急自 

  動車及び高度救命処置用資機材を更新したものでございます。 

繰越明許費７００５万４０００円につきましては、被災しました坂本分署の車 

両３台と、車両無線端末装置分でございます。なお不用額７１４万３０００円は 

入札残によるものでございます。 

   次に、目３の特別防災費１億５７９２万８０００円でございますが、これは石 

  油コンビナート等災害防止法に基づく経費として、八代市に全額負担いただいて 

  いるものでございます。主なものとしましては、節２・給料から節４・共済費ま 

  での消防職員２０人分の人件費１億５０５４万６０００円でございます。なお、 

  旅費以下は常備消防費と同様の支出内容でございます。 

   ２６、２７ページをお願いします。款４・公債費１億１１００万３０００円は 

目１・元金の償還額 1億７２２万円、目２・利子の償還額３７８万３０００円を 

返済したものでございます。 

   最後に、款５・災害復旧費、及び款６・予備費については支出はございません 

ので、歳出総額は２１億３５８７万１０００円となります。 

   以上が、歳出の内容でございます。 

   次に、２８ページをお開きください。実質収支に関する調書ですが、歳入総額 

  ２２億４６３９万２０００円、歳出総額２１億３５８７万２０００円で、歳入総 

  額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額は１億１０５２万円となります。 

   翌年度に繰り越すべき財源としまして、繰越明許費繰越額８２５万５０００円 

を差し引きまして、令和２年度実質収支額は１億２２６万５０００円となります。 

   以上で、議第１４号・令和２年度八代広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算 

  についての説明を終わります。 

   次に、赤インデックス議第１５号の 1ページをお開きください。 

   議第１５号・八代広域行政事務組合個人情報保護条例の一部改正につきまし

ては、デジタル改革関連法案の施行に伴い制定されたデジタル庁設置法において、 

情報提供ネットワークシステムの所管が総務省から内閣府に移管されたため、所 

管長が総務大臣から内閣総理大臣となったこと、及び、行政手続きにおける特定 

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正において、同法第 

１９条中に一号が追記され、それに伴う号の繰り下げが生じたこと。以上、２件 

の改正に伴い本組合条例の一部改正を行うものでございます。 

   以上で、議第１５号・八代広域行政事務組合個人情報保護条例の一部改正につ 

  いての説明を終わります。 

 

○議長（増田一喜君） 以上で、提出者の説明を終わります。 

日程第４から日程第５までの２件の議事を、しばらく中止いたします。 

 

―休会の件― 
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○議長（増田一喜君） この際、休会の件について、お諮りいたします。 

明１１月２５日から１２月２日までは休会といたしたいが、これに御異議あり 

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（増田一喜君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

〇議長（増田一喜君） 日程第４から日程第５までの議案２件の議事を、再開いたし 

  ます。 

 

〇議長（増田一喜君） この際、お諮りいたします。 

本２件に対する本日の議事はこの程度にとどめ、延会といたしたいが、これに 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（増田一喜君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

なお、明１１月２５日から１２月２日までは休会とし、次の会議は１２月３日 

定刻に開き、質疑並びに一般質問を行います。 

質疑、一般質問御希望の諸君は、明２５日正午までに発言通告書を御提出くだ 

さい。 

本日は、これにて延会いたします。 

 

（午前１０時３４分延会） 

 

 


